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＝回顧資料Ｃ＝

学生証の様式の変更について

４月１日から学生証の様式が一新します。これは図書館の貸出業務が電算処理されるのに伴い、学生証にＯＣＲ

ハンディスキャナーで読みとることのできる利用者コードが必要になったことと、併せて査証制度を廃止するた

めに変更するものです。

新しい学生証の様式は携帯に便利なようにＩＤカードサイズ（８.６×５.４センチメートル）に小型化し、汚損に耐

えられるようラミネート加工（ビニールの被膜で覆ったもの）を施したものになります。

従来の学生証は３月末をもって全員期限切れとなり、新しい学生証の交付を受けなければ各種の事務手続きが

できませんので注意してください。

また、この学生証の発行により事務手続きが一部次のように変更になりましたのでお知らせします。

１．毎年実施していた査証制度を廃止し、有効期限を３年間（大学院学生は４年間）とすることで事務手続きの

簡素化を図ったこと。

２．従来の学割交付欄を削除したので交付枚数を確認したいときは、学生課厚生係に問い合わせること。

３．この学生証の交付に際して、顔写真が必要となります。

３ヶ月以内に撮影した写真（正面上半身、脱帽、３×３センチメートル）を学生課学生係まで１枚提出してくだ

さい。（翌日交付します）

この学生証の様式の変更に伴い、学生準則の一部が下記のように改正されたので通知します。

記

第４条第１項中「入学の際及び毎学年の始めに」及び「又は査証」を削り、「呈示」を「提示」に改める。

（学生課）
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